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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材フィルム；前記基材フィルム上に備えられた色変換層；前記色変換層上に備えられ
た粘着層；および前記粘着層上に備えられる保護層を含む色変換フィルムであって、
　前記色変換層は、樹脂マトリックス；および前記樹脂マトリックス内に分散した有機蛍
光染料を含み、
　前記保護層は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム、又は、ポリエチレン
ナフタレート（ＰＥＮ）フィルムであり、
　前記保護層の厚さは、前記基材フィルムの厚さよりも厚いものである、色変換フィルム
。
【請求項２】
　前記基材フィルムと前記保護層との厚さ比は、１：１．５から１：１０のものである請
求項１に記載の色変換フィルム。
【請求項３】
　前記基材フィルムの厚さは、１μｍ以上１００μｍ以下のものである請求項１または２
に記載の色変換フィルム。
【請求項４】
　前記保護層の厚さは、１．５μｍ以上１０００μｍ以下のものである請求項１から３の
いずれか一項に記載の色変換フィルム。
【請求項５】
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　前記有機蛍光染料は、最大発光波長が５００ｎｍから５５０ｎｍの間に存在する緑色発
光蛍光染料および最大発光波長が６００ｎｍから６６０ｎｍの間に存在する赤色発光蛍光
染料の中からそれぞれ１種以上または同時に含み、
　前記緑色発光蛍光染料の半値幅（ＦＷＨＭ）は、７０ｎｍ以下であり、
　前記赤色発光蛍光染料の半値幅（ＦＷＨＭ）は、９０ｎｍ以下のものである請求項１か
ら４のいずれか一項に記載の色変換フィルム。
【請求項６】
　基材フィルムを用意するステップ；
　前記基材フィルム上に樹脂マトリックスおよび前記樹脂マトリックス内に分散した有機
蛍光染料を含む色変換層を形成するステップ；
　前記色変換層上に粘着層を形成するステップ；および
　前記粘着層上に保護層を形成するステップを含み、
　前記保護層の厚さは、前記基材フィルムの厚さよりも大きいものである請求項１から５
のいずれか一項に記載の色変換フィルムの製造方法。
【請求項７】
　前記樹脂マトリックスは、熱可塑性樹脂を含むものである請求項６に記載の色変換フィ
ルムの製造方法。
【請求項８】
　前記色変換層を形成するステップは、前記樹脂マトリックスをロールツーロール工程で
前記基材フィルムにコーティングするものである請求項６または７に記載の色変換フィル
ムの製造方法。
【請求項９】
　前記色変換層を形成するステップは、前記樹脂マトリックスをロールツーロール工程で
前記基材フィルムにコーティングした後、１００℃から２００℃範囲の温度で乾燥させる
ステップをさらに含むものである請求項８に記載の色変換フィルムの製造方法。
【請求項１０】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の色変換フィルムを含む、バックライトユニット
。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のバックライトユニットを含む、ディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１７年１１月２８日にて韓国特許庁に出願された韓国特許出願第１０－
２０１７－０１６０６８２号の出願日の利益を主張し、その内容のすべては、本明細書に
組み込まれる。
【０００２】
　本明細書は、色変換フィルム、およびこれを含むバックライトユニットおよびディスプ
レイ装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来には、熱可塑性樹脂をマトリックスとして使用し、ロールツーロール工程でＰＥＴ
フィルムにコーティングして色変換フィルムを製造した。このとき、熱可塑性樹脂を溶媒
に溶かしてコーティング液を製造するが、コーティング後に溶媒を乾燥させる工程を経る
。しかし、残留溶媒が存在すると、色変換フィルムの耐久性を低下させるため、溶媒を完
全に除去することが必要であるので、乾燥工程時に最高温度が１００℃から２００℃まで
設定されて行われる。このとき、この温度がＰＥＴフィルムのガラス転移温度（６７℃か
ら８１℃）以上であり、ロールツーロール工程の上、張力が必要となるため、熱収縮が生
じ、生地にシワが生じるという問題が生じる。
【発明の概要】



(3) JP 6896972 B2 2021.6.30

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本明細書は、色変換フィルム、およびこれを含むバックライトユニットおよびディスプ
レイ装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書の一実施様態は、基材フィルム；前記基材フィルム上に備えられた色変換層；
前記色変換層上に備えられた粘着層；および前記粘着層上に備えられる保護層を含む色変
換フィルムであって、前記色変換層は、樹脂マトリックス；および前記樹脂マトリックス
内に分散した有機蛍光染料を含み、前記保護層の厚さは、前記基材フィルムの厚さよりも
厚い色変換フィルムを提供する。
【０００６】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前記基材フィルムと前記保護層との厚さ比は
、１：１．５から１：１０である色変換フィルムを提供する。
【０００７】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前記基材フィルムの厚さは、１μｍ以上１０
０μｍ以下である色変換フィルムを提供する。
【０００８】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前記保護層の厚さは、１．５μｍ以上１００
０μｍ以下である色変換フィルムを提供する。
【０００９】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前記有機蛍光染料は、モル吸光係数（ｍｏｌ
ｅｃｕｌａｒ　ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ）が５０，０００Ｍ－１

ｃｍ－１から１５０，０００Ｍ－１ｃｍ－１であり、最大発光波長が５００ｎｍから５５
０ｎｍの間に存在する緑色発光蛍光染料および最大発光波長が６００ｎｍから６６０ｎｍ
の間に存在する赤色発光蛍光染料の中からそれぞれ１種以上または同時に含み、前記緑色
発光蛍光染料の半値幅（ＦＷＨＭ）は、７０ｎｍ以下であり、前記赤色発光蛍光染料の半
値幅（ＦＷＨＭ）は、９０ｎｍ以下である色変換フィルムを提供する。
【００１０】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、基材フィルムを用意するステップ；前記基材
フィルム上に樹脂マトリックスおよび前記樹脂マトリックス内に分散した有機蛍光染料を
含む色変換層を形成するステップ；前記色変換層上に粘着層を形成するステップ；および
前記粘着層上に保護層を形成するステップを含み、前記保護層の厚さは、前記基材フィル
ムの厚さよりも大きい色変換フィルムの製造方法を提供する。
【００１１】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前述の実施様態等に係る色変換フィルムを含
むバックライトユニットを提供する。
【００１２】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前述の実施様態等に係るバックライトユニッ
トを含むディスプレイ装置を提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本明細書の一実施様態に係る色変換フィルムは、保護層の厚さを基材フィルムの厚さよ
りも厚く形成することにより、コーティング／乾燥工程を経た後に生じるＰＥＴフィルム
のシワを効果的に改善させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本明細書の一実施様態に係る色変換フィルムの構造を例示したものである。
【図２】実施例１で製造された色変換フィルムのＰＥＴ基材フィルムのシワを示す写真で
ある。
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【図３】実施例２で製造された色変換フィルムのＰＥＴ基材フィルムのシワを示す写真で
ある。
【図４】実施例３で製造された色変換フィルムのＰＥＴ基材フィルムのシワを示す写真で
ある。
【図５】比較例で製造された色変換フィルムのＰＥＴ基材フィルムのシワを示す写真であ
る。
【図６】本明細書の一実施様態に係る色変換フィルムをバックライトに適用した模式図で
ある。
【図７】本明細書の一実施様態に係るディスプレイ装置の構造を例示した模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本明細書についてより詳細に説明する。
【００１６】
　本明細書において、「上」は、一つの層の上に物理的に接して位置することのみを意味
するものではなく、位置上の上に位置することを意味する。すなわち、いずれかの層上に
位置する層は、その間に他の層があり得る。
【００１７】
　本明細書において、ある部分がある構成要素を「含む」とするとき、これは特に反対さ
れる記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素をさらに含むこと
ができることを意味する。
【００１８】
　本明細書の一実施様態に係る色変換フィルムは、基材フィルム；前記基材フィルム上に
備えられた色変換層；前記色変換層上に備えられた粘着層；および前記粘着層上に備えら
れる保護層を含み、前記色変換層は、樹脂マトリックス；および前記樹脂マトリックス内
に分散した有機蛍光染料を含み、前記保護層の厚さは、前記基材フィルムの厚さよりも厚
い。一例に係る色変換フィルムの構造を図１に例示している。
【００１９】
　具体的に、図１は、保護層の厚さ（ｔ１）が基材フィルムの厚さ（ｔ２）よりも厚く形
成された色変換フィルムの構造を例示したものである。
【００２０】
　一般に、熱可塑性樹脂をマトリックスとして使用し、ロールツーロール工程で基材フィ
ルムにコーティングして色変換フィルムを製造する場合、コーティング後に溶媒を乾燥さ
せる工程を経るが、このとき、残留溶媒が存在すると、色変換フィルムの耐久性を低下さ
せるため、溶媒を、例えば、１００℃から２００℃範囲の温度で乾燥させる工程を経て完
全に除去することが必要である。
【００２１】
　しかし、この温度は、基材フィルムのガラス転移温度（６７℃から８１℃）以上であり
、ロールツーロール工程の上、張力が必要となるため、乾燥過程中に熱収縮が生じ、基材
フィルムにシワが生じる。
【００２２】
　本明細書の一実施様態に係る色変換フィルムにおいて、前記保護層は、前記基材フィル
ムの厚さよりも厚く形成することにより、前記乾燥工程によって生じるＰＥＴフィルムの
シワが生じる問題を効果的に改善させることができる。図２から図４に前記保護層が前記
基材フィルムの厚さよりも厚く形成された場合、基材フィルムのシワが改善した写真を図
示している。
【００２３】
　本明細書の一実施様態によれば、前記基材フィルムと前記保護層との厚さ比は、１：１
．５から１：１０であってもよい。
【００２４】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前記基材フィルムと前記保護層との厚さ比は
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、１：１．５から１：５であってもよい。
【００２５】
　前記保護層では、当技術分野において知られているものなどを使用できる。例えば、ポ
リエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フ
ィルムまたはバリアフィルムが使用できる。
【００２６】
　前記バリアフィルムでは、水分または酸素を遮断することができる層であれば、特に限
定されることなく当技術分野において知られているものなどを使用できる。例えば、前記
バリアフィルムでは、水分および酸素の少なくとも一つの透過度が１０－１ｃｃ／ｍ２／
ｄａｙ以下であるバリア層を含む。例えば、前記バリア層は、水分または酸素遮断性を与
えるアルミニウム酸化物または窒化物、およびイオン性金属酸化物を含むことができる。
前記バリアフィルムは、バッファー層として、ゾルゲル系、アクリル系、エポキシ系およ
びウレタン系コーティング液組成物中から選択された１種以上からなるバッファー層をさ
らに含むこともできる。
【００２７】
　一例として、前記バリアフィルムは、基材フィルムの一面または両面に備えられた有機
－無機ハイブリッドコーティング層、無機物層および有機シランで表面改質された無機ナ
ノ粒子を含む保護コーティング層を含むことができる。ここで、無機物層は金属酸化物ま
たは窒化物からなり得る。前記無機ナノ粒子は、アルミナ、シリカ、酸化亜鉛、酸化アン
チモニウム、酸化チタニウム、酸化ジルコニウムのナノ粒子であってもよい。前記有機－
無機ハイブリッドコーティング層は、有機シランを含むゾル状のコーティング組成物を熱
またはＵＶによって硬化させて形成することができ、前記ゾル状のコーティング溶液組成
物は、有機シランと共に、場合によって適宜添加剤、溶媒、重合触媒などを含むことがで
きる。
【００２８】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前記基材フィルムの厚さは、１μｍ以上１０
０μｍ以下であってもよいし、より具体的に１０μｍ以上９０μｍ以下であってもよいし
、好ましくは、２０μｍ以上８０μｍ以下であってもよい。
【００２９】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前記保護層の厚さは、１．５μｍ以上１００
０μｍ以下であってもよいし、より具体的に２０μｍ以上５００μｍ以下であってもよい
し、好ましくは、３０μｍ以上２００μｍ以下であってもよい。
【００３０】
　本明細書のもう一つの実施様態によれば、前記有機蛍光染料は、近紫外線から可視光線
領域から選択される光を吸収し、吸収した光と異なる波長の光を出射する染料が使用でき
る。例えば、前記有機蛍光染料では、最大発光波長が５００ｎｍから５５０ｎｍの間に存
在する緑色発光蛍光染料および最大発光波長が６００ｎｍから６６０ｎｍの間に存在する
赤色発光蛍光染料の中からそれぞれ１種以上または同時に含むことができる。前記緑色発
光蛍光染料の半値幅（ＦＷＨＭ）は、７０ｎｍ以下であり、前記赤色発光蛍光染料の半値
幅（ＦＷＨＭ）は、９０ｎｍであってもよい。
【００３１】
　特に制限するものではないが、前記有機蛍光染料では、アクリジン系、キサンテン系、
アリールメタン系、クマリン系、ポリサイクリック芳香族炭化水素系、ポリサイクリック
ヘテロ芳香族系、ペリレン系、ピロール系、ピレン系誘導体などが好ましい。以上の物質
等は、有機蛍光染料の一例であり、これら以外にも様々な有機蛍光染料が使用できるが、
これに限定されるものではない。好ましくは、前記有機蛍光染料は、モル吸光係数（ｍｏ
ｌｅｃｕｌａｒ　ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ）が５０，０００Ｍ－

１ｃｍ－１から１５０，０００Ｍ－１ｃｍ－１であるものが使用できる。
【００３２】
　本明細書において、半値幅は、外部光源から吸収した光を異なる波長の光に切り替えて
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発光するとき、発光した光の最大発光ピークにおいて最大高さの半分であるときの発光ピ
ークの幅を意味する。本明細書において、半値幅は、フィルム状態で測定される。有機蛍
光染料のフィルム状態での発光ピークの半値幅とは、溶液状態ではなく、前記有機蛍光染
料の単独でまたは半値幅を測定するのに影響を及ぼさない他の成分と混合してフィルム形
態に製造した様態で光を照射して測定したことを意味する。より好ましくは、極性溶媒に
溶解されるすべての蛍光染料が可能であり、陽イオン性、陰イオン性、中性染料に区分す
るものではないが、陽イオン性または陰イオン性の有機蛍光染料がより好ましい。
【００３３】
　前記有機蛍光染料の含量は、樹脂マトリックス１００重量部を基準として０．００５重
量部から２重量部であってもよい。
【００３４】
　前記樹脂マトリックスの材料は、熱可塑性高分子または熱硬化性高分子であるものが好
ましい。具体的に、前記樹脂マトリックスの材料では、ポリメチルメタクリレート（ＰＭ
ＭＡ）のようなポリ（メタ）アクリル系、ポリカーボネート系（ＰＣ）、ポリスチレン系
（ＰＳ）、ポリアリーレン系（ＰＡＲ）、ポリウレタン系（ＰＵ）、スチレン－アクリロ
ニトリル系（ＳＡＮ）、ポリビニリデンフルオライド系（ＰＶＤＦ）、改質されたポリビ
ニリデンフルオライド系（ｍｏｄｉｆｉｅｄ－ＰＶＤＦ）などが使用できる。
【００３５】
　前述の実施様態に係る色変換層は、厚さが２ミクロメーターから２００ミクロメーター
であってもよい。特に、前記色変換層は、厚さが２ミクロメーターから２０ミクロメータ
ーの薄い厚さでも高い輝度を奏することができる。これは、単位体積上に含まれる蛍光体
分子の含量が量子ドットに比べて高いためである。例えば、有機蛍光染料の含量が０．５
ｗｔ％が適用された５ミクロメーターの厚さの色変換フィルムは、青色バックライトユニ
ット（ｂｌｕｅ　ＢＬＵ）６００ｎｉｔの輝度を基準として４０００ｎｉｔ以上の高い輝
度を奏することができる。
【００３６】
　前述の実施様態に係る色変換フィルムは、一面に基材フィルムが備えられる。この基材
フィルムは、前記色変換フィルムの製造時に支持体としての機能を果たすことができる。
この基材フィルムは、前記色変換層の粘着剤層に対向する面の反対面側に備えられる。基
材フィルムの種類では、特に限定されることなく、透明で、前記支持体としての機能を果
たすことができるものであれば、その材質や厚さに限定されない。ここで、透明とは、可
視光線透過率が７０％以上であるものを意味する。例えば、前記基材フィルムでは、ＰＥ
Ｔフィルムが使用できる。必要な場合、前記基材フィルムは、バリアフィルムに代替する
ことができる。
【００３７】
　前記色変換層は、有機蛍光染料が溶解された樹脂溶液を基材フィルム上にコーティング
するステップ；および前記基材フィルム上にコーティングされた樹脂溶液を乾燥するステ
ップを含む方法、または、有機蛍光物質を樹脂と共に圧出するステップを含む方法によっ
て製造することができる。
【００３８】
　前記樹脂溶液中には、前述の有機蛍光染料が溶解されているため、有機蛍光染料が溶液
中に均質に分布する。これは、別途の分散工程を必要とする量子ドットフィルムの製造工
程とは異なる。
【００３９】
　前記有機蛍光染料が溶解された樹脂溶液は、溶液中に前述の有機蛍光染料と樹脂とが溶
けている状態であれば、その製造方法は特に限定されない。
【００４０】
　一例によれば、前記有機蛍光染料が溶解された樹脂溶液は、有機蛍光染料を溶媒に溶か
して第１溶液を用意し、樹脂を溶媒に溶かして第２溶液を用意し、前記第１溶液と第２溶
液とを混合する方法によって製造することができる。前記第１溶液と第２溶液とを混合す
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るとき、均質に交ぜることが好ましい。しかし、これに限定されることなく、溶媒に有機
蛍光染料と樹脂とを同時に添加して溶かす方法、溶媒に有機蛍光染料を溶かし、引き継ぎ
、樹脂を添加して溶かす方法、溶媒に樹脂を溶かし、引き継ぎ、有機蛍光染料を添加して
溶かす方法などが使用できる。
【００４１】
　前記溶液中に含まれる有機蛍光染料は、前述のとおりである。
【００４２】
　前記溶液中に含まれている樹脂では、前述の樹脂マトリックス材料、マトリックス樹脂
に硬化可能なモノマー、またはこれらを混合したものが使用できる。例えば、前記樹脂マ
トリックスに硬化可能なモノマーでは、（メタ）アクリル系モノマーがあり、これはＵＶ
硬化によって樹脂マトリックス材料として形成することができる。このように硬化可能な
モノマーを使用する場合、必要に応じて硬化に必要な開始剤がさらに添加されてもよい。
【００４３】
　前記溶媒では、特に限定されることなく、前記コーティング工程に悪影響を及ぼさない
ながら、追って乾燥によって除去することができるものであれば、特に限定されない。前
記溶媒の非制限的な例では、トルエン、キシレン、アセトン、クロロホルム、各種のアル
コール系溶媒、ＭＥＫ（メチルエチルケトン）、ＭＩＢＫ（メチルイソブチルケトン）、
ＥＡ（エチルアセテート）、ブチルアセテート、サイクロヘキサノン（ｃｙｃｌｏｈｅｘ
ａｎｏｎｅ）、ＰＧＭＥＡ（プロピレングリコールメチルエチルアセテート）、ジオキサ
ン（ｄｉｏｘａｎｅ）、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＤＭＡｃ（ジメチルアセトア
ミド）、ＤＭＳＯ（ジメチルスルホキシド）、ＮＭＰ（Ｎ－メチル－ピロリドン）などが
使用でき、１種または２種以上が混合されて使用できる。前記第１溶液と第２溶液を使用
する場合、これらのそれぞれの溶液に含まれる溶媒は同一であってもよいし、異なってい
てもよい。前記第１溶液と前記第２溶液に互いに異なる種類の溶媒が使用される場合でも
、これらの溶媒は互いに混合できるように相溶性を有するものが好ましい。
【００４４】
　前記有機蛍光染料が溶解された樹脂溶液を基材フィルム上にコーティングする工程は、
ロールツーロール工程を利用することができる。例えば、基材フィルムが巻き取られたロ
ールから基材フィルムを繰り出した後、前記基材フィルムの一面に前記有機蛍光染料が溶
解された樹脂溶液をコーティングし、乾燥した後、これを再びロールに巻き取る工程で行
うことができる。ロールツーロール工程を利用する場合、前記樹脂溶液の粘度を前記工程
が可能な範囲で決定することが好ましく、例えば２００ｃｐｓから２，０００ｃｐｓ範囲
内で決定することができる。
【００４５】
　前記コーティング方法では、公知された様々な方式を利用することができ、例えばダイ
（ｄｉｅ）コーターが使用されることもでき、コンマ（ｃｏｍｍａ）コーター、逆コンマ
（ｒｅｖｅｒｓｅ　ｃｏｍｍａ）コーターなど様々なバーコーティング方式が使用される
こともできる。
【００４６】
　前記コーティング以後に乾燥工程を行う。乾燥工程は、溶媒を除去するのに必要な条件
で行うことができる。例えば、基材フィルムがコーティング工程時に進行する方向で、コ
ーターに隣接して位置したオーブンで溶媒が充分飛ぶ条件で乾燥し、基材フィルムの上に
所望の厚さおよび濃度の蛍光体を含む色変換層を得ることができる。
【００４７】
　前記溶液中に含まれる樹脂として、前記樹脂マトリックスに硬化可能なモノマーを使用
する場合、前記乾燥の前にまたは乾燥と同時に硬化、例えばＵＶ硬化を行うことができる
。
【００４８】
　有機蛍光染料を樹脂と共に圧出してフィルム化する場合には、当技術分野において知ら
れている圧出方法を利用することができ、例えば、有機蛍光染料をポリカーボネート系（
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脂を共に圧出することによって色変換層を製造することができる。
【００４９】
　前記のように製造された色変換層上に粘着または接着層を形成することができる。粘着
または接着層は、粘着または接着層形成用組成物を塗布した後、重合または硬化すること
によって形成することもでき、前記色変換層上に粘着または接着シートを付着する方式で
形成することもできる。前記粘着または接着シートは色変換層と付着の後に重合または硬
化することもできるが、必要に応じて付着の前に重合または硬化することもできる。前記
粘着または接着層形成用組成物に光拡散粒子を分散させることにより、粘着または接着層
内に光拡散粒子を分散させることができる。このとき、光拡散粒子を直接粘着または接着
層形成用組成物に分散させることもでき、光拡散粒子を別途の溶媒に分散させた分散液を
粘着または接着層形成用組成物と混合することによって光拡散粒子の分散度を高めること
ができる。必要な場合、光拡散粒子を溶媒中に分散するためにソニケーター（ｓｏｎｉｃ
ａｔｏｒ）やシェーカー（ｓｈａｋｅｒ）を利用することができる。
【００５０】
　本出願のもう一つの実施様態は、前述の色変換フィルムを含むバックライトユニットを
提供する。前記バックライトユニットは、前記色変換フィルムを含むことを除いては、当
技術分野において知られているバックライトユニット構成を有することができる。一実施
様態によれば、前記バックライトユニットは、導光板、前記導光板に光を照射するように
備えられた光源、前記導光板の一側に備えられた反射板を含み、前述の色変換フィルムは
、前記導光板と反射板との間、または、前記導光板の反射板に対向する面の反対面に備え
られる。例えば、図６および図７に一例を図示している。図６によれば、導光板と反射板
との間に前述の実施様態等に係る色変換フィルムが備えられる。前記色変換フィルムの粘
着または接着層は導光板に付着することもでき、または反射板に付着することもできる。
図６によれば、導光板の反射板に対向する面の反対面に前述の実施様態等に係る色変換フ
ィルムが備えられる。前記色変換フィルムの粘着または接着層は導光板に付着することも
でき、導光板に隣接した面の反対面に備えられる他のフィルムに付着することもできる。
図６および図７には、光源と光源を取り囲む反射板とを含む構成を例示しているが、この
ような構造に限定されるものではなく、当技術分野において知られているバックライトユ
ニット構造によって変形されることができる。また、光源は、測鎖型だけでなく直下型が
使用されることもでき、反射板や反射層は必要に応じて省略されるかまたは他の構成に代
替することもでき、必要に応じて追加のフィルム、例えば、光拡散フィルム、集光フィル
ム、輝度向上フィルムなどをさらに備えることができる。
【００５１】
　以下、本明細書を具体的に説明するために実施例を挙げて詳細に説明することにする。
しかし、本明細書による実施例等は様々な他の形態に変形されることができ、本出願の範
囲が以下で詳述する実施例等に限定されるものと解釈されない。本出願の実施例等は、当
業界において平均的な知識を有する者に、本明細書をより完全に説明するために提供され
るものである。
【００５２】
　＜実施例１＞
　下記構造式の緑色蛍光体および赤色蛍光体をモル比５０：１で溶媒キシレン（Ｘｙｌｅ
ｎｅ）に溶かして第１溶液を製造した。
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【化１】

【００５３】
　熱可塑性樹脂（ＰＳ）を溶媒キシレン（Ｘｙｌｅｎｅ）に溶かして第２溶液を製造した
。前記熱可塑性樹脂１００重量部に対して前記緑色および赤色蛍光体の含量が０．４５重
量部、ＴｉＯ２粒子が１０重量部になるように、前記第１溶液と第２溶液とを混合して均
質に混合した。この溶液を５０μｍ厚さを有するＰＥＴ基材フィルムにコーティングした
後に乾燥して色変換層を形成した。その後、前記色変換層上に粘着層形成用組成物（ＬＧ
化学ＴＲ３００）を塗布して粘着層を形成し、前記粘着層上に、保護層として、７５μｍ
厚さのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを付着して色変換フィルムを製造
した。製造された色変換フィルムを張力のない状態で床に置き、デジタルカメラでシワの
程度を撮影し、その結果を図２に示した。図２によれば、コーティング／乾燥工程を経た
後に生じるＰＥＴ基材フィルムのシワが効果的に改善したことを確認できた。
【００５４】
　＜実施例２＞
　保護層として、１２５μｍ厚さを有するポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィル
ムを使用したことを除いては、実施例１と同様に進行した。製造された色変換フィルムの
ＰＥＴ基材フィルムのシワの程度を撮影し、その結果を図３に示した。
【００５５】
　＜実施例３＞
　保護層として、１８８μｍ厚さを有するポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィル
ムを使用したことを除いては、実施例１と同様に進行した。製造された色変換フィルムの
ＰＥＴ基材フィルムのシワの程度を撮影し、その結果を図４に示した。
【００５６】
　＜比較例＞
　保護層として、５０μｍ厚さを有するポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム
を使用したことを除いては、実施例１と同様に進行した。製造された色変換フィルムのＰ
ＥＴ基材フィルムのシワの程度を撮影し、その結果を図５に示した。
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